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(57)【要約】
　
【課題】　ノズルヘッドの先端に吐出カバー部を抜脱不
能に取り付け、ノズルヘッドを押下げたときに粘性の低
い内溶液が飛散することを防止して安全性に優れた手動
押下げ注出ポンプ用のノズルヘッドを創出することを課
題とする。
【解決手段】　ポンプに連結されたステムの先端に取り
付けられる押圧ヘッド部（２）と、押圧ヘッド部（２）
に形成され且つポンプが吸い上げた内容液を案内する吐
出路（１０）を備えたノズル筒（４）と、ノズル筒（４
）の先端に装着されて内溶液の吐出方向を設定する吐出
カバー部（６）と、を有し、ノズル筒（４）の先端と吐
出カバー部（６）との一方に係止凹部（７）が設けられ
、他方に係止凸部（９）が設けられており、係止凹部（
７）と係止凸部（９）とが互いに分離不能にアンダーカ
ット結合することにより、吐出カバー部（６）に形成さ
れた吐出口（１４）の吐出方向が下向きに設定される構
成とする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポンプに連結されたステムの先端に取り付けられる押圧ヘッド部（２）と、該押圧ヘッド
部（２）に形成され且つ前記ポンプが吸い上げた内容液を案内する吐出路（１０）を備え
たノズル筒（４）と、該ノズル筒（４）の先端に装着されて前記内溶液の吐出方向を設定
する吐出カバー部（６）と、を有するノズルヘッドにおいて、
　前記ノズル筒（４）の先端と前記吐出カバー部（６）との一方に係止凹部（７）が設け
られ、他方に係止凸部（９）が設けられており、前記係止凹部（７）と前記係止凸部（９
）とが互いに分離不能にアンダーカット結合することにより、前記吐出カバー部（６）に
形成された吐出口（１４）の吐出方向が下向きに設定されていることを特徴とするノズル
ヘッド。
【請求項２】
係止凸部（９）がノズル筒（４）の先端に設けられた先筒部（４Ａ）の両側面に突出形成
された係止突片（９ａ）であり、係止凹部（７）が吐出カバー部（６）の両側部に形成さ
れた貫通孔（７ａ）である請求項１記載のノズルヘッド。
【請求項３】
貫通孔（７ａ）から突出した係止突片（９ａ）の先端が、前記貫通孔（７ａ）の縁部に拡
開状に変形されている請求項２記載のノズルヘッド。
【請求項４】
貫通孔（７ａ）の内部から表面にかけて徐々に拡開するテーパー部（７ｂ）が形成されて
おり、係止突片（９ａ）の先端が前記テーパー部（７ｂ）内において拡開状に変形されて
いる請求項２記載のノズルヘッド。
【請求項５】
係止凹部（７）がノズル筒（４）の先端に突出形成された先筒部（４Ａ）と前記ノズル筒
（４）の先端との間の前段差部（４ａ）に形成された貫通孔（７ａ）であり、係止凸部（
９）が係止状態において前記前段差部（４ａ）と面対向する吐出カバー部（６）の端面（
６ａ）に突出形成された弾性腕（９ｃ）に設けられた係止突片（９ａ）である請求項１記
載のノズルヘッド。
【請求項６】
吐出カバー部（６）が、ノズル筒（４）の先端にヒンジ（５）を介して回動自在に連設さ
れている請求項１乃至５のいずれか一項に記載のノズルヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器内に充填された口内洗浄剤や消毒用アルコールなど粘性が低く固化しに
くい内容液を注出するための手動押下げ注出ポンプ用のノズルヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧料や整髪料、シャンプーあるいはリンス等を入れる容器としては、ハンディータイ
プや据え置きタイプに関わらずポンプを装着したものが多数市販されており、容器の外に
設けられたノズルヘッドを押し下げることにより、ノズルの先端から容器内の内容液を衛
生的、かつ効率的に注出することができるようになっている。このようなノズルヘッドに
関する先行技術としては、例えば以下の特許文献１などが存在している。
【０００３】
　特許文献１に記載のノズルヘッドは、下方に開口する吐出口部とノズル基体とからなる
吐出ノズルと、押圧ヘッド部とを具備し、吐出口部は、ノズル基体の先端面上端にヒンジ
を介して連設されており、ヒンジに近接して吐出口部の上面とノズル基体の上面に相互に
係合し合う係止部を設け、吐出口部を、ヒンジを中心に回動させ、それぞれの係止部を係
合させることによって、容器内の内溶液をノズル基体先端の流出口から吐出するようにし
たものである。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２９６９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されたノズルヘッドでは、吐出口部が回動自在に装着されると共に、
吐出口部の上面とノズル基体の上面に相互に係合し合う係止部が係止解除可能に構成され
ている。そして、吐出口部を回動させて係合部を係止状態に設定することにより、吐出口
部の吐出方向を下向きに設定することができ、吐出終了後に、係止部の係止状態を解除し
吐出口部を逆方向に回動させて流出口を露出させることにより、吐出口部及びノズル基体
の流路内に残って付着している内容液を取り除いて、吐出ノズルの掃除をすることができ
るようになっている。このため、例えばボディソープ、ハンドソープなど固化しやすい内
容液でも、このノズルヘッドを利用して吐出させることができるという優れた効果を有す
る。
【０００６】
　しかしながら、例えば内溶液の対象が口内洗浄剤や消毒用のアルコールなど固化しにく
い液体である場合に、係止部が係止状態に設定されていない状態でノズルヘッドが押し下
げられると、内溶液が露出した流出口から周囲に飛散することがあり、飛散した内溶液が
操作者の目などに入って不測の事故を引き起こす虞れがあるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記した従来技術における問題点を解消すべく、ノズルヘッドの先端の流出
口の近傍に吐出口部（以下の説明では「吐出カバー部」）を抜脱不能に取り付けることに
より、ノズルヘッドを押し下げたときに粘性の低い内溶液の飛散を防止して安全性に優れ
た手動押下げ注出ポンプ用のノズルヘッドを創出することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための手段のうち、本発明の主たる構成は、ポンプに連結されたス
テムの先端に取り付けられる押圧ヘッド部と、押圧ヘッド部に形成され且つポンプが吸い
上げた内容液を案内する吐出路を備えたノズル筒と、ノズル筒の先端に装着されて内溶液
の吐出方向を設定する吐出カバー部と、を有するノズルヘッドにおいて、
　ノズル筒の先端と吐出カバー部との一方に係止凹部が設けられ、他方に係止凸部が設け
られており、係止凹部と係止凸部とが互いに分離不能にアンダーカット結合することによ
り、吐出カバー部に形成された吐出口の吐出方向が下向きに設定されていることを特徴と
する、と云うものである。
【０００９】
　上記構成のノズルヘッドでは、係止凸部と係止凹部とがアンダーカット結合する構成と
することにより、係止状態に容易に至らしめ、係止後は係止凸部と係止凹部の分離を不可
能として非係止状態に至ることを確実に防止する。
【００１０】
　本発明の具体的な構成は、係止凸部がノズル筒の先端に設けられた先筒部の両側面に突
出形成された係止突片であり、係止凹部が吐出カバー部の両側部に形成された貫通孔であ
る、と云うものである。
【００１１】
　上記構成では、吐出カバー部をノズル筒の先端に装着するだけで、係止凸部を構成する
係止突片が係止凹部を構成する貫通孔にアンダーカット結合する係止状態に容易に至らし
めると共に、係止後は係止突片と貫通孔との分離が不可能となって非係止状態に至ること
を防止する。
【００１２】
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　また本発明の他の構成は、請求項２に記載の構成において、貫通孔から突出した係止突
片の先端が、貫通孔の縁部に拡開状に変形されている、と云うものである。
【００１３】
　上記構成では、拡開した係止突片の先端が貫通孔に強固に係止されるため、係止凸部と
係止凹部との分離をさらに困難とする。
【００１４】
　さらなる本発明の他の構成は、請求項２に記載の構成において、貫通孔の内部から表面
にかけて徐々に拡開するテーパー部が形成されており、係止突片の先端がテーパー部内に
おいて拡開状に変形されている、と云うものである。
【００１５】
　上記構成では、係止凸部と係止凹部との分離をさらに困難にすると共に、係止凸部の先
端が貫通孔の外部に突出することが防止される。
【００１６】
　また具体的な本発明の他の構成は、係止凹部がノズル筒の先端に突出形成された先筒部
とノズル筒の先端との間の前段差部に形成された貫通孔であり、係止凸部が係止状態にお
いて前段差部と面対向する吐出カバー部の端面に突出形成された弾性腕に設けられた係止
突片である、と云うものである。
【００１７】
　上記構成においても、吐出カバー部をノズル筒の先端に装着するだけで、係止凸部と係
止凹部とをアンダーカット結合する係止状態に設定すると共に、係止後は係止凸部とが係
止凹部とが分離して非係止状態に至ることを不可能とする。
【００１８】
　また本発明のさらなる構成は、上記いずれかの請求項において、吐出カバー部が、ノズ
ル筒の先端にヒンジを介して回動自在に連設されている、と云うものである。
【００１９】
　上記構成では、吐出カバー部を一方向に回動させると、係止凹部と係止凸部とがアンダ
ーカット結合し、吐出カバー部がノズル筒の先端に抜脱不能に装着される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、上記した構成となっているので、以下に示す効果を奏する。
　本発明の主たる構成においては、吐出カバー部がノズル筒体の先端に装着されて流出口
を覆う係止状態に至った後は、非係止状態に至ることがなくなる。これにより、吐出カバ
ー部が抜脱不能に装着され、内溶液はノズル筒先端に形成された流出口を介して吐出され
ることがなくなり、必ず吐出カバー部に設けられ且つ常に吐出方向が下向きに設定された
吐出口を介して吐出されるようになるため、吐出時に粘性の低い内溶液が周囲に飛散する
ことを確実に防止することが可能となり、安全性に優れたノズルヘッドとすることができ
る。
【００２１】
　また係止凸部がノズル筒の先端に設けられた先筒部の両側面に突出形成された係止突片
であり、係止凹部が吐出カバー部の両側部に形成された貫通孔である構成としたものでは
、吐出カバー部をノズル筒の先端に装着するだけで、容易にアンダーカット結合による係
止状態に設定することができると共に、非係止状態に至ることを不可能とし、吐出カバー
部がノズル筒先端から抜脱することを防止することができる。
【００２２】
　また貫通孔から突出した係止突片の先端を、貫通孔の縁部に拡開状に変形される構成と
したものでは、より確実に係止凸部と係止凹部の係止状態からの分離を不可能とし、吐出
カバー部がノズル筒先端から抜脱することを防止することができる。
【００２３】
　また貫通孔の内部から表面にかけて徐々に拡開するテーパー部を形成し、係止突片の先
端がテーパー部内において拡開状に変形させる構成としたものでは、係止後における係止
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凸部と係止凹部との分離をより確実に防止できると共に、係止凸部の先端が貫通孔の内部
に納まって貫通孔の外部に突出することがなくなるため、例えば係止凸部の先端に引っ掛
かって手などが傷つくようなことがなくなり、この点で安全性に優れたノズルヘッドとす
ることができる。
【００２４】
　また係止凹部がノズル筒の先端に突出形成された先筒部とノズル筒の先端との間の前段
差部に形成された貫通孔であり、係止凸部が係止状態において前段差部と面対向する吐出
カバー部の端面に突出形成された弾性腕に設けられた係止突片であるという構成のもので
も、吐出カバー部をノズル筒の先端に装着するだけで、簡単にアンダーカット結合による
係止状態に設定することができると共に、非係止状態に至ることを不可能とし、吐出カバ
ー部がノズル筒先端から抜脱することを防止することができる。
【００２５】
　さらに吐出カバー部が、ノズル筒の先端にヒンジを介して回動自在に連設される構成と
したものでは、吐出カバー部を一方向に回動させるだけで、簡単且つ迅速に吐出カバー部
をノズル筒の先端に抜脱不能に装着することが可能となる。また吐出カバー部を押圧ヘッ
ド部、ノズル部及び連結部などと一体成形することができるため、部品点数を削減するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施例としてのノズルヘッドの係止状態を示し、Ａは側面図、Ｂは
平面図、Ｃは底面図である。
【図２】第１実施例のノズルヘッドの非係止状態を示し、Ａは側面図、Ｂは平面図、Ｃは
底面図である。
【図３】第１実施例のノズルヘッドの非係止状態を示す正面図である。
【図４】第１実施例のノズルヘッドの非係止状態における半断面図である。
【図５】第１実施例のノズルヘッドの係止状態における半断面図である。
【図６】係止部の構成例を示す図１のＶＩ－ＶＩに相当する断面図であり、Ａは第１構成
例、Ｂは第２構成例、Ｃは第３構成例を示している。
【図７】第２実施例のノズルヘッドの非係止状態を側面方向から見た半断面図である。
【図８】第２実施例のノズルヘッドの非係止状態を示す正面図である。
【図９】第２実施例における係止部を拡大して示す部分平面図であり、Ａは非係止状態、
Ｂは係止状態を示している。
【図１０】第２実施例のノズルヘッドの非係止状態を部分的に拡大して示す側面図である
。
【図１１】第２実施例のノズルヘッドの係止状態を部分的に拡大して示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
　図１乃至図６は本発明の第１実施例としてのノズルヘッドを示している。図１はノズル
ヘッドの係止状態を示し、Ａは側面図、Ｂは平面図、Ｃは底面図、図２はノズルヘッドの
非係止状態を示し、Ａは側面図、Ｂは平面図、Ｃは底面図、図３はノズルヘッドの非係止
状態を示す正面図、図４はノズルヘッドの非係止状態における半断面図、図５はノズルヘ
ッドの係止状態における半断面図、図６は係止部の構成例を示す図１のＶＩ－ＶＩに相当
する断面図であり、Ａは第１構成例、Ｂは第２構成例、Ｃは第３構成例をそれぞれ示して
いる。
【００２８】
　本発明のノズルヘッド１は射出成形法により一体成形された合成樹脂製であり、図示し
ない容器内のポンプから容器の外部に延びたステムの先端に取り付けられて使用されるも
のである。
【００２９】
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　図１及び図２等に示すように、ノズルヘッド１は、押圧ヘッド部２、ノズル部３及び連
結部８を有して形成されている。この実施例に示すノズル部３は、押圧ヘッド部２の側面
から略水平方向に延びる円筒状のノズル筒４と、このノズル筒４の先端に形成された先筒
部４Ａと、ノズル筒４の先端に抜脱不能に装着されて先筒部４Ａを覆う吐出カバー部６と
、ノズル筒４の先端と吐出カバー部６との間に連設されて吐出カバー部６を回動自在に連
結するヒンジ５とを有して構成されている。
【００３０】
　押圧ヘッド部２の頂部２ａの下面には，円筒状からなる連結部８が垂設されている。こ
の連結部８の内部には流路８ａが形成されている。連結部８が図示しない容器内に設けら
れたポンプから容器の外部に延びるステムの先端に連結されることにより、ノズルヘッド
１が容器の口筒部の上部に取り付けられる。
【００３１】
　ノズル筒４の内部には内溶液が流れる吐出路１０が形成されている。吐出路１０の一端
は先筒部４Ａの端面に開口形成された流出口１１に連結され、他端は押圧ヘッド部２の中
心方向に延び、連結部８内の流路８ａに連通されている。
【００３２】
　図３に示すように、ノズル筒４の先端に形成された先筒部４Ａは、ノズル筒４の先端部
分よりもΔｗだけ小さな寸法で形成され、ノズル筒４の先端と先筒部４Ａの基部との間に
は逆Ｕ字形状からなる前段差部４ａが形成されている。なお、前段差部４ａの幅寸法がΔ
ｗに相当する。
【００３３】
　前段差部４ａはノズル筒４先端の端面に相当しており、その逆側（押圧ヘッド部２側）
でノズル筒４の外周面の下端部には略鰓（えら）状に張り出した後段差部４ｂが形成され
ている。
【００３４】
　前段差部４ａの近傍で且つ先筒部４Ａの両側面には、外側方向に突出する係止突片９ａ
からなる一対の係止凸部９，９がそれぞれ形成されており、これら係止凸部９には傾斜部
９ｂが設けられている。
【００３５】
　吐出カバー部６はフード状に形成され、吐出カバー部６を形成するカバー壁６ｂの肉厚
寸法は前段差部４ａと同じΔｗである（図３参照）。そして、吐出カバー部６の両側面に
は角状の貫通孔７ａからなる係止凹部７，７が形成されている。なお、貫通孔７ａからな
る係止凹部７と係止突片９ａからなる係止凸部９とが係止部を構成している。
【００３６】
　吐出カバー部６は、ヒンジ５を介してノズル筒４の上端部に連設されており、射出成形
直後の非係止状態では吐出カバー部６は回動可能な状態にある。
【００３７】
　次に、ノズルヘッドの製造及び組立の方法について説明する。
　ノズルヘッド１の射出成形では、吐出カバー部６がヒンジ５を介してノズル筒４の上方
にほぼ９０°回動させた非係止状態の姿勢（図２及び図４参照）における成形金型を形成
し、流出口１１側から吐出路１０を形成する成形用ピンを備えるスライドコアを用いるこ
とにより一体に成形される。
【００３８】
　吐出カバー部６を９０°回動させることなく、ノズル筒４先端に係止状態の姿勢で一体
的に射出成形する方法では、成形用ピンの形状が略Ｌ字状となるため、成形用ピンの無理
抜き可能な許容範囲を超えてしまって成形不可能となる。しかしながら、本発明のように
吐出カバー部６をほぼ９０°回動させた非係止状態の姿勢で成形することにより、成形用
ピンの形状を略直線状とすることができ、成形用ピンを容易に引き抜くことで容易に成形
することが可能となる。
【００３９】
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　成形後、図２に示す非係止状態から、吐出カバー部６の両側面の内側に、先筒部４Ａの
両側面を挿入させて先筒部４Ａを覆うように吐出カバー部６を回動させ、吐出カバー部６
の係止凹部７，７と先筒部４Ａの係止凸部９，９とが係止し合う係止状態（図１Ａ及び図
５参照）に設定する。この際、係止凸部９，９の傾斜部９ｂ，９ｂが吐出カバー部６の両
側内面をそれぞれ摺動し、両側面の対向間隔を押し広げる。そして、係止突片９ａ，９ａ
が係止凹部７，７を形成する貫通孔７ａ，７ａに嵌まり込んでアンダーカット結合するこ
とにより、ノズルヘッド１の組み立てが完了する。
【００４０】
　この係止状態では、吐出カバー部６の端面６ａが前段差部４ａであるノズル筒４の端面
に当接し、吐出カバー部６の両側面とノズル筒４の先端側の両側面とがほぼ同一平面に設
定される。そして、図５に示すように、吐出カバー部６のカバー壁６ｂと先筒部４Ａの先
端の端面との間に流出口１１から続く排出路１２が形成され、この排出路１２の末端に内
溶液の吐出方向を下向きに設定する吐出口１４が形成される。
【００４１】
　本発明のノズルヘッド１では、一方の手で押圧ヘッド部２の頂部２ａに押し当てノズル
ヘッド１を押し下げると、図示しない容器内のポンプが内溶液を汲み上げる。そして、汲
み上げられた内溶液は、連結部８内の流路８ａ及びノズル筒４内の吐出路１０を通って流
出口１１に案内され、さらに吐出カバー部６内の排出路１２を通って吐出口１４に至る。
このとき、他方の手を吐出口１４の下にあてがうことにより、内溶液が他方の手に吐出さ
れる。
【００４２】
　本発明では、係止凸部９が係止凹部７に嵌まり込んでアンダーカット結合して係止状態
に至るため、吐出カバー部６をノズル筒４の先端に容易に装着することができる。また一
度係止状態に至った後の係止部は、係止凹部７と係止凸部９との分離が不可能となって容
易に非係止状態に至ることができなくなるため、吐出カバー部６が逆方向に回動すること
を規制してノズル筒４の先端から抜脱してしまうことを防止することができる。これによ
り、常に吐出カバー部６の吐出口１４の向きが下向きとなる状態を維持することができ、
吐出口１４から吐出した内容液が周囲に飛散して目に入るという不測の事故の発生を確実
に防止することが可能となる。すなわち、安全性に優れたノズルヘッド１とすることがで
きる。
【００４３】
　次に、係止部の構成例について説明する。
　図６Ａに示す係止部の第１構成例は、係止凸部９を構成する係止突片９ａの板厚方向の
高さ寸法を、係止凹部７を構成する貫通孔７ａの深さ寸法よりも小さく設定している。こ
れにより、例え係止凸部９が傾斜部９ｂを有しない構成であっても、係止凹部７と係止凸
部９とのアンダーカット結合が容易に達成され、係止状態に確実に導くことができる。
【００４４】
　このように第１構成例では係止凹部７と係止凸部９とをアンダーカット結合させること
ができるが、より強固にアンダーカット結合させることが可能な構成例としては以下に示
すような方法がある。
　図６Ｂに示す係止部の第２構成例では、係止凸部９の板厚方向の寸法を係止凹部７の深
さ寸法よりも大きくなるように設定してある。なお、説明の都合上、図６Ｂの左側に示す
係止部と右側に示す係止部とでは、係止凸部９の先端の処理方法が異なっている。
【００４５】
　図６Ｂの左側に示す係止部は、係止状態に至った後に係止凸部９を構成する係止突片９
ａの先端に熱を加えながらカシメ変形させることにより、係止突片９ａの先端部を潰して
貫通孔（７ａ）の縁部に拡開状に押し広げたものである。
【００４６】
　また図６Ｂの右側に示す係止部は、係止突片９ａの先端にクサビを打ち込んで係止突片
９ａを変形させた後、クサビを外して係止突片９ａにスリット９ｄを形成することにより
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、貫通孔７ａの外部に突出する係止突片９ａの先端部を拡開状に押し広げたものである。
【００４７】
　図６Ａ及び図６Ｂに示す構成例では、共に貫通孔７ａの外部に拡開した係止突片９ａの
先端部分が貫通孔７ａの上縁に強固に係止されるため、通常の使用状態における力を加え
た程度では、係止突片９ａが貫通孔７ａから抜け出ることを防止し、係止状態から非係止
状態に至ることを不可能とする。これにより、吐出カバー部６の逆方向への回動を規制し
てノズル筒４の先端から抜脱してしまうことを防止し、常に吐出カバー部６の吐出口１４
の向きが下向きとなる状態を維持することができる。
【００４８】
　図６Ｃに示す係止部の第３構成例では、係止凹部７を形成する貫通孔７ａの表面側に内
部から外部方向に徐々に拡開するテーパー部７ｂを形成すると共に、係止突片９ａの板厚
方向の高さ寸法を貫通孔７ａの深さ寸法よりも小さく設定している。なお、係止凸部９を
形成する係止突片９ａの先端部分の処理は、上述の図６Ｂの左側及び右側の場合とそれぞ
れ同様である。
【００４９】
　図６Ｃに示す係止部の第３構成例では、図６Ａに示す第１構成例同様にアンダーカット
結合による係止状態を設定し易くすることができると共に、図６Ｂに示す第２構成例同様
に貫通孔７ａと係止突片９ａとによる係止部が係止状態から非係止状態に至ることを不可
能とし、吐出カバー部６が逆方向に回動することを規制してノズル筒４の先端に装着した
状態から外れてしまうことを防止し、常に吐出カバー部６の吐出口１４の向きが下向きと
なる状態を維持することが可能となる。
【００５０】
　図７乃至図１１は本発明の第２実施例としてのノズルヘッドを示し、図７はノズルヘッ
ドの非係止状態を側面方向から見た半断面図、図８はノズルヘッドの非係止状態を示す正
面図、図９は係止部を拡大して示す部分平面図であり、Ａは非係止状態、Ｂは係止状態、
図１０及び図１１はノズルヘッドを構成するノズル部を拡大して示すノズルヘッドの部分
側面図であり、図１０は非係止状態、図１１は係止状態、をそれぞれ示している。
【００５１】
　第２実施例に示すノズルヘッド１が第１実施例に示すノズルヘッド１と異なる点は係止
部の構造にあり、その他の部分は第１実施例と同様であり、以下においては主として異な
る点について説明する。なお、第１実施例と同一部材については同一の符号を付して説明
する。
【００５２】
　図８に示すように、係止部を形成する一方の係止凹部７，７はノズル筒４の先端の端面
である前段差部４ａに、先筒部４Ａを挟んで対称となる左右の位置にそれぞれ形成されて
いる。同様に他方の係止凸部９，９も係止状態（図１１）において前段差部４ａと面対向
することとなる吐出カバー部６の端面６ａの左右の位置にそれぞれ対応して形成されてい
る。
【００５３】
　図９及び図１０に示すように、一方の係止凹部７は貫通孔７ａからなり、前段差部４ａ
と後段差部４ｂとの間に貫設されている。図８及び図９に示すように、他方の係止凸部９
，９は、吐出カバー部６の端面６ａから平行に延びる一対の弾性腕９ｃ，９ｃと、この弾
性腕９ｃ，９ｃの先端に、両弾性腕９ｃ，９ｃ間で互いに向き合う方向である内方向に突
出する係止突片９ａ，９ａと、この係止突片９ａ，９ａの先部にそれぞれ設けられた傾斜
部９ｂ，９ｂと、を有して形成されている。
【００５４】
　次に、第２実施例のノズルヘッド１の組立方法について説明する。
　なお、ノズルヘッドの成形方法は上記第１実施例と同様である。
　図７及び図１０に示す非係止状態から吐出カバー部６を回動させると、係止凸部９の先
端が、係止凹部７を構成する貫通孔７ａに前段差部４ａ側から挿入される。このとき傾斜
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部９ｂが貫通孔７ａの内壁を摺動するため、挿入量の増加とともに弾性腕９ｃが外方向に
徐々に大きく撓み変形させられる。そして、係止突片９ａが貫通孔７ａを通り抜けると、
弾性腕９ｃが元の状態に復帰し、係止突片９ａが後段差部４ｂの端面を係止することでア
ンダーカット結合が達成され、ノズルヘッド１の組み立てが完了する（図１１参照）。
【００５５】
　図１１に示すように、組み立てが完了した状態では、係止凹部７を構成する貫通孔７ａ
と係止凸部９を構成する係止突片９ａとから構成される係止部が係止状態に設定され、第
１実施例同様にノズル筒４の先端に吐出カバー部６が抜脱不能に装着されて、先筒部４Ａ
が吐出カバー部６によって覆われる。
【００５６】
　第２実施例においては、係止突片９ａが後段差部４ｂの端面を係止するため、係止凹部
７と係止凸部９による係止部が係止状態から非係止状態に至ることを不可能とし、吐出カ
バー部６が逆方向に回動することを規制してノズル筒４の先端に装着した状態から外れて
しまうことを防止する。
【００５７】
　よって、第２実施例のノズルヘッド１においても、常に吐出カバー部６の吐出口１４の
向きを下向きに設定することができ、吐出口１４から吐出した内容液が周囲に飛散して目
に入るという不測の事故の発生を未然に防止することが可能となる。
【００５８】
　以上、実施例に沿って本発明の構成とその作用効果について説明したが、本発明の実施
の形態は上記実施例に限定されるものではない。
【００５９】
　例えば、上記実施例では、射出成形された吐出カバー部６がヒンジ５を介してノズル筒
４の先端に回動自在に連設された構成を示して説明したが、吐出カバー部６がノズル筒４
とは別個独立して形成されており、係止凹部７と係止凸部９とがアンダーカット結合され
ることにより、ノズル筒４の先端に抜脱不能に取り付けられる構成であってもよい。
【００６０】
　また例えば、上記第１実施例の図６Ｂ及び図６Ｃでは、説明の都合上、係止突片９ａの
先端部の処理方法が左右の係止部で異なるものとして説明したが、左右の係止部において
同じ処理方法を用いたものであってもよいことは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明のノズルヘッドは、容器内に充填された口内洗浄剤や消毒用アルコールなど粘性
が低く固化しにくい内容液を注出するための手動押下げ注出ポンプ用のノズルヘッド分野
における用途展開をさらに広い領域で図ることができる。
【符号の説明】
【００６２】
１　　；ノズルヘッド
２　　；押圧ヘッド
２ａ　；頂部
３　　；ノズル部
４　　；ノズル筒
４Ａ　；先筒部
４ａ　；前段差部
４ｂ　；後段差部
５　　；ヒンジ
６　　；吐出カバー部
６ａ　；吐出カバー部の端面
６ｂ　；カバー壁
７　　；係止凸部
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７ａ　；貫通孔
７ｂ　；テーパー部
８　　；連結孔
８ａ　；流路
９　　；係止凹部
９ａ　；係止突片
９ｂ　；傾斜部
９ｃ　；弾性腕
９ｄ　；スリット
１０　；吐出路
１１　；流出口
１２　；排出路
１４　；吐出口

【図１】 【図２】
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